
大阪市・八尾市・松原市環境施設組合監査委員告示第３号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により、監査の結果に基づき措置を

講じた旨通知があったので、同項の規定により次のとおり公表する。 

   平成28年７月22日 

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 

 監査委員   阪井 千鶴子  

 同      広田  和美  

 

監査の結果に関する報告に基づき講じた措置の通知の公表 

 

１ 通知を行った者の氏名 

   大阪市・八尾市・松原市環境施設組合管理者 吉村 洋文 

２ 通知を受けた日及び講じた措置の内容 

 

監査結果に関する措置状況報告書 

対 象：平成27年度定期監査等 

通知を受けた日：平成28年７月13日 

指摘 

No. 
指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類 措置日 

５ 安全作業対策の周知について改善

を求めたもの【舞洲工場・施設管理

課・各工場】 

 

本組合では、保護具の着用基準

や、高所作業等の各作業における手

順や注意点などを定めた「安全作業

の手引き」を作成している。 

しかしながら、舞洲工場の実地調

査時において、短時間とはいえ職員

がマスクの着用を怠っているとい

う上記手引きに違反した状況が見

受けられた。 

 

[改善勧告] 

１．「安全作業の手引き」等の労働

安全衛生についての規定・マニュ

アル類の職員への周知を再度徹底

すること。（舞洲工場） 

１．指摘のとおり、実地調査時にお

いて職員が防塵マスクの着用を

怠っている状況が生じていた。 

これを受け、直ちに会議を招集

し（平成27年11月27日）、管理的

立場の職員に、「安全作業の手引

き」に基づく保護具の着用につい

て再周知を行った。 

また、安全衛生委員会（平成27

年12月18日）で、「安全作業の手

引き」を舞洲工場全職員に対して

配布し、周知徹底を図るととも

に、改めて労働安全衛生に関する

認識を高めるよう指導した。 

今後も、職場の安全対策が形骸

化することのないよう、「安全作

業の手引き」の周知を図るなど、

継続的に労働安全衛生に関する

研修、指導等を行うことにより、 

措置済 
平成28年 

７月７日 



 ２．管理監督者においては、職員が

上記の規定・マニュアル類を遵守

しているかを確認し、指導を徹底

すること。（舞洲工場） 

 

３．工場における安全作業対策が適

正に講じられているかを確認する

ための体制を構築すること。（施設

管理課・各工場） 

再発防止を徹底していく。 

（措置日：平成27年12月18日） 

 

２． 今後は、管理監督者である工

場長は、職場の総括安全衛生管理

者であることを再認識したうえ

で、安全対策の遵守状況を確認し

ていく。また、実際に現場で作業

にあたる主任等、管理的立場の職

員に対して、安全衛生についての

規定、マニュアル類を十分認識し

たうえで、常に安全対策を確認し

作業にあたらせるとともに、毎月

職場パトロールを実施する。その

結果を職場安全衛生委員会にお

いて確認することにより、職場の

安全を確保する体制を維持して

いく。 

（措置日：平成28年１月20日） 

 

３． 各工場の安全作業対策が適正

に講じられているかどうかにつ

いては、職場の総括安全衛生管理

者である工場長が確認できるよ

う、作業管理者である部門監理主

任または業務主任が、統一書式で

ある業務日誌に保護具レベルを

記載することとする。また、安全

衛生委員が、他工場の安全対策対

応状況を確認し工場間で安全意

識の向上を図り、職場安全衛生委

員会において確認した安全対策

の遵守状況を、本組合安全衛生委

員会の専門部会である安全衛生

小委員会において報告し、確認す

る体制を構築することで、安全作

業の確認及び水平展開を拡げて

いく。 

（措置日：平成28年７月７日） 

  



 

７ ポリ塩化ビフェニル廃棄物（ＰＣＢ

廃棄物）の保管状況について改善を

要するもの【舞洲工場】 

 

大阪市は市域のＰＣＢ保管事業

者に対して機器本体や保管容器そ

れぞれにもＰＣＢが含まれている

旨の表示をするよう指導している。 

しかしながら、舞洲工場におい

て、ＰＣＢ廃棄物をドラム缶等に入

れた上でコンテナに収納している

が、このコンテナを置いている部屋

の扉及びコンテナの扉には法令に

定められている保管場所である旨

等の掲示がされていたものの、ＰＣ

Ｂ廃棄物を納めているドラム缶等

そのものには、表示がなかった。 

 

[改善勧告] 

大阪市の指導する保管方法に従

い、ＰＣＢ廃棄物を納めているドラ

ム缶等そのものにもＰＣＢが含ま

れている旨の表示をすること。 

 実地調査での指摘を受け、ＰＣＢ

廃棄物を納めている保管容器その

ものにもＰＣＢ廃棄物が含まれて

いる旨の表示を実施するとともに、

大阪市が指導する保管方法に基づ

き、ＰＣＢ廃棄物の適正な保管を徹

底していく。 

措置済 
平成28年 

３月28日 


